
○垂業者は、化学物質自主管理指針に基づき、管理計画を作成  
する等して自主管理を促進  

OPRTR制度は、過去5ケ年度分の届出実績を有し、対象化学  

物質による環境負荷を低減させる点で一定の効果あり  

OMSDS制度も事業者間の情報伝達の手法として腹虚定量  

○現行の役割を維持することが適呈   

【方向性1】〈施行後の社会動向等を踏まえた仕組みの効率化〉  

Ⅰ．対象物質の見直ヒ  
・GHSとの整合化に留意し、化学物質の有害性情報やリスク評価  
の結果等を活用  

Ⅱ．二部の非対象業種の対象化妥当性の検討  

・建設業、医療業等の現行非対象業種の対象化の実行可能性に  
ついて検討  

Ⅲ．届出事項の追加  
・廃棄物処理方法及び放流先の下水道名を届出事項に追加  

Ⅳ．姓舶去や推計手法の改善  
・算出マニュアルの継続的改善を実施  

Ⅴ．未届出事業者に対する対応  
・悪質な未届出事業者に対しては、厳正に対処  

E方向性2】くPRTRデータの多面的利用の促進〉  

Ⅰ．凰蜘こ変更   
Ⅱ．地図情報等の活用による、加、りやすい情報の提供  

t地方公共団体は、地域特性のニーズに対応した取組  
・事業者は、環境リスク評価やリスクコミュンケーションに活用  
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Ⅱ．PRTR制度に関する課題と方向  

1．施行後7年の経酸等を踏まえた仕組みの見直し  

（1）化管法の対象となる指定化学物質について   

化管法では、有害性と暴露性の双方の観点を考慮して、対象となる化学物質を指定して  

いる。   

具体的には、政令において、PRTR制度及びMSDS制度の対象となる第一種指定化学  

物質として354物質、そのうち人に対する発がん性があると判断された特定第一種指定化  

学物質として12物質、MSDS制度のみ対象となる第二種指定化学物質として81物質が指  

定されている。   

一方、化学物質の製造、輸入、使用の実態は常に変動しており、また、有害性等に関す  

る新たな知見も得られてきていることから、これらの指定化学物質については、法施行後の  

化学物質の製造、輸入又は使用の動向や一般環境中での検出状況、新たな有害性情報  

の蓄積等を勘案し、現行の指定化学物質の選定基準を踏まえて物質指定の見直しを実施  

すべきである。また、その際、5年間のPRTR制度に基づく各物質の届出や推計の状況、  

環境リスク評価の結果等についても考慮することが必要である。   

なお、化管法における物質指定の基準については、化学物質管理を巡る国際的な状況  

を踏まえっつ、化学品の分類及び表示に関する世界表示システム（GHS）との整合化を目  

指すべきである。また、特定第一種指定化学物質については、現行では、人に対する発が  

ん性があると判断された物質を指定しているが、GHSとの整合性を踏まえ、新たなエンドポ  

イントの追加（例えば、ヒト生殖細胞に対する変異原性や人に対する生殖毒性）を検討すべ  

きである。   

さらに、今後とも、化学物質の製造、輸入又は使用の動向や一般環境中での検出状況、  

新たな有害性情報の蓄積等を勘案し、必要に応じて指定化学物質の見直しを行うべきであ  

る。   




